
令和８年１月発行

第一整備地区

第６８号
相模原都市計画事業 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業

まちづくりだより
ごあいさつ

新年あけましておめでとうございます。昨年より、本格的な造成工事が始まり、まちの

骨格が少しずつ形となって現れてきました。工事完了まで、通行止めや迂回をお願いさ

せていただくなど、皆さまにご負担をおかけする場面が続きますが、引き続き、現場の

環境保全や工事の安全確保に努めてまいります。

１２・１３、１９街区の企業誘致に関する説明会の延期について

令和７年１２月発行の第６７号まちづくりだよりでお知らせした、１２・１３、１９街区の企
業誘致に関する説明会につきまして、衆議院の解散に伴う総選挙に関する報道を受け
て、次のとおり開催を延期いたします。
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

対象の地権者の皆様には、改めて、令和８年２月中旬頃に開催のご案内をお
送りいたします。

★対象者：１２、１９街区に仮換地指定されている地権者の方
（今後、同街区に仮換地指定が予定される方を含みます）

◆開場は開始時間の３０分前を予定しています。
◆説明内容は各回とも同じで、おおむね１時間を予定しています。

また、全市一致団結して、早期使用収益開始を目

指し、一歩一歩着実に事業を進めてまいります。

※ １３街区はすべて保留地となる予定です。

皆様におかれましては、変わらぬご理解とご協力

を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

回次 開催日 開始時間 会場 所在地

１
２月４日（水）
３月１日（日）

午後２時 相武台公民館
２階
大会議室

相模原市南区
新磯野４丁目１－３

２
２月８日（日）
３月５日（木）

午後７時
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市内中学生が職場体験に来てくれました！

本市では、市内公立中学校の生徒を対象に、職場体験を実施して
います。麻溝台・新磯野区画整理事務所では、令和７年１０月２１日、２
２日に上溝中学校の生徒４名、１１月２７日、２８日に新町中学校の生
徒２名、小山中学校の生徒４名、令和８年１月２０日、２１日に田名中
学校の生徒２名を受け入れました。

【実習生の感想】
• 建造物の高さなど気をつけるこ
とが多く、まちはよく考えて作ら
れていると思いました。

• 市役所の仕事は、やりがいのある
仕事だと思いました。

• またいつかＡ＆Ａ地区を見に行き
ます。

令和７年相模原市議会定例会１２月定例会議において、相模原都市計画事業麻溝台・

新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施行に関する条例の一部改正が可決されま

した。

主な改正内容は以下の２点です。

①清算金の分割納付期間の延長について定めました。

清算金の分割納付期間は、右の

表のとおり清算金の額に応じた５

年以内の期間となりますが、この

期間での納付が困難である場合に

は、１０年以内の期間に延長できる

こととしました。

②一部の清算金の分割納付により生じる利子の助成について定めました。

従前地の土地評価の見直し（地中障害物等による修正を除きます。）により生じた清

算金については、分割納付により生じる利子を市が助成することとしました。

※ ②の対象の地権者の皆さまには、１月下旬以降個別に説明させていただきます。

清算金の額 分割納付期間 分割回数

５～１０万円未満 １年以内 ２回

１０～２０万円未満 ２年以内 ３回

２０～３０万円未満 ３年以内 ４回

３０～４０万円未満 ４年以内 ５回

４０万円以上 ５年以内 ６回

第一整備地区の事業施行に関する条例を改正しました

【体験の様子】

※ 清算金の分割納付期間の延長に伴い、令和７年度中に事業計画の軽微な変更を予

定しています。
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